
庁 議 案 件 № 1 

令 和 6 年 2 月 6 日 

所管 建築都市局 都市計画部 

 

件  名 堺市景観計画（改定案）の策定について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

【計画の目的】 

 良好な景観の形成を図るため、その区域、良好な景観の形成に関する基本的な

方針、行為の制限に関する事項等を定める計画。 

【経過】 

・平成23年 景観計画策定 

・平成27年 景観計画（別冊）—百舌鳥古墳群周辺地域— 策定 

 ・令和4年5月、令和5年3月・7月・10月・12月 堺市景観審議会 

 ・令和6年2月 堺市都市計画審議会  

【課題】 

・現行の堺市景観計画は平成23年の策定から10年以上が経過していることか

ら、本市上位計画との整合を図る必要がある 

・重点地域における取組の強化、地域の変化などを踏まえた方針の整理、新た

な技術やデザイントレンド等に対応した景観形成基準の見直しなどを行う

必要がある 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

【主な改定内容】 

①第2章：基本方針の再構成 

 上位・関連計画の改定を踏まえた再構成 

②第3章：地域別景観形成方針の見直し 

 上位・関連計画の位置づけや地域の変化を踏まえた方針の見直し 

③第4章：公共事業の積極的な景観形成の追記 

 公共事業の役割や今後の公共事業を踏まえた積極的な景観形成の追記 

④第4章：堺環濠都市地域の基準強化 

 重点的な景観形成を図る地域の位置づけに基づく景観形成基準等の設定 

⑤その他 

 新技術等に対応した行為の制限（景観形成基準）の追記や屋外広告物の維持管

理の観点の充実及び市民・事業者への周知啓発等の観点の充実 

【今後のスケジュール】 

 ・令和6年3月  パブリックコメントの実施 

 ・令和6年6月頃 堺市景観審議会への諮問 

 ・令和6年7月頃 堺市都市計画審議会への諮問 

 ・令和6年8月頃 堺市景観計画の改定 

効 果 の 想 定 
・市民、事業者など様々な主体が計画に基づく景観形成の方針を共有し、互いに

連携して取組を進めることで良好な景観形成に寄与する 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 
全局 

 




















